
若狭町告示第４６-６号 

 

 

   ＳＤＧｓ企業推進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この告示は、持続可能な若狭町の構築を目指し、地域課題の解決に取り組

む企業等に対し活動に必要な経費を支援することにより、社会課題の解決に導く

好循環を生み出すために交付するＳＤＧｓ企業推進事業補助金（以下「補助金」

という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると

ころによる。 

 (1) ＳＤＧｓ 持続可能な開発目標（2015 年国連本部「持続可能な開発サミット」 

採択）をいう。 

 (2) ふくいＳＤＧｓパートナー登録制度 福井県が設置する官民連携プラットフ

ォーム「福井県ＳＤＧｓパートナーシップ会議」に参加する企業・団体等を登

録、ＰＲするものをいう。 

 (3) 民間事業者等 企業、法人その他の団体であって国及び地方公共団体以外の

団体をいう。 

 （補助対象事業） 

第３条 補助金交付の対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、ＳＤＧｓを掲

げ、地域資源を活かし、将来の世代が必要とするものを損なうことなく、現在の

世代の要求を満足させる開発事業とする。 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げ

る要件の全てを満たすものとする。 

 (1) ふくいＳＤＧｓパートナー登録制度に登録されていること。 

(2) 町内に店舗、工場、事業所、事務所等を有し、又は設けようとする民間事業

者等であること。 

(3) 関係する法令等に違反していないこと。 



(4) 企業の場合、町税の滞納がないこと。 

 （補助対象経費） 

第５条 補助金交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、次の各

号に該当するものとする。ただし、経費に係る消費税及び地方消費税額は、補助

対象経費から除く。また、他の補助事業で対象としている経費は除く。 

 (1) 持続可能な地域づくりにつながる新たな地域環境の創出に必要な経費 

(2) 若狭町の里山里海湖の資源を利活用し、地域振興につながる新たな生業の 

 創出及びブランドづくりに必要な経費 

 (3) 一次産品（農林水産物等）の高付加価値化及び新商品開発に必要な経費 

 (4) 町内における里山里海環境の保全または情報発信等に関する取組に必要な 

経費 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の２分の１以内の額、１５万円を限度額とす

る。ただし、補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、その端数を

切り捨てるものとする。 

 （交付申請） 

第７条 この告示による補助金の交付を受けて補助対象事業を実施しようとする補

助対象者（以下「申請者」という。）は、関係書類を添えてＳＤＧｓ企業推進事業

補助金交付申請書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。 

（交付申請の制限） 

第８条 同一事業による同一補助対象者に対する補助金の交付は、１回限りとする。 

 （交付の決定等） 

第９条 町長は、第７条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内

容を審査の上、これを正当と認めるときは、予算の範囲内において、交付決定を

行い、ＳＤＧｓ企業推進事業補助金交付決定（却下）通知書（様式第２号）によ

り、当該申請者に通知するものとする。 

２ 町長は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。  

（状況の報告） 

第１０条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」とい

う。)は、町長から求めがあったときは、事業の遂行状況を報告しなければならな

い。 



（変更等の承認申請等） 

第１１条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ＳＤＧｓ企業

推進事業補助金事業変更申請書(様式第３号)により、あらかじめ町長の承認を受

けなければならない。 

(1) 補助対象経費の区分ごとの額を変更しようとするとき。ただし、補助対象経

費の２０パーセント以内の流用を除く。 

(2) 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる軽微な変

更を除く。 

ア 補助対象事業の目的に変更が生じるものではなく、かつ、補助事業者の自

由な創意により、より能率的な補助対象事業の目的の達成に資すると認めら

れるもの 

イ 補助対象事業の目的及び能率に直接関わりがない事業計画の細部の変更で

あるもの 

(3) 補助対象事業の全部又は一部を他に承継しようとするとき。 

(4) 補助対象事業の全部若しくは一部を中止し、又は廃止しようとするとき。 

２ 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認

めるときは、ＳＤＧｓ企業推進事業補助金事業変更承認通知書（様式第４号）を

当該申請者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、事業が完了した場合は、速やかにＳＤＧｓ企業推進事業

補助金実績報告書(様式第５号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければなら

ない。 

（補助金の額の確定等） 

第１３条 町長は、前条の規定による実績の報告を受けたときは、その内容を審査

し、補助金の額を確定し、ＳＤＧｓ企業推進事業補助金確定通知書(様式第６号)

により、補助事業者に通知するものとする。 

２ 前項において確定をしようとする補助金の額に１，０００円未満の端数が生じ

た場合は、これを切り捨てるものとする。 

３ 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にそ

の額を超える補助金が交付されているときは、ＳＤＧｓ企業推進事業補助金返還

命令通知書(様式第７号)により、その超える部分の額に相当する補助金の返還を



命ずるものとする。 

４ 前項の返還の期限は、当該返還の命令がなされた日から起算して２０日以内と

し、期限内に納付されない場合には、町長は、未納額についてその未納期間に応

じて年１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。 

（補助金の請求及び交付） 

第１４条 補助事業者は、前条第１項の規定による通知を受けたときは、ＳＤＧｓ

企業推進事業補助金精算払(概算払)請求書(様式第８号)により補助金の請求をす

ることができる。 

２ 町長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、補助金を交付するも

のとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、第９条

の規定による交付決定の後に概算払をすることができる。この場合において、補

助事業者は、同条の規定による通知を受けたときは、ＳＤＧｓ企業推進事業補助

金精算払(概算払)請求書により補助金の請求をしなければならない。 

（交付決定の取消し等） 

第１５条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

ＳＤＧｓ企業推進事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第９号)により、第

９条の規定による交付決定の内容の全部又は一部を取り消し、又は変更すること

ができる。 

(1) 関係法令、この告示又はこれらに基づく町長の処分若しくは指示及び条件に

違反した場合 

(2) 補助金を補助対象事業以外の事業に使用した場合 

(3) 補助事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適切な行為をした

場合 

(4) 第９条の交付決定後に生じた事情の変更等により、補助対象事業の全部又は

一部を継続する必要がなくなった場合 

２ 町長は、前項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分

の額に相当する補助金が既に交付されているときは、ＳＤＧｓ企業推進事業補助

金返還命令通知書により当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

３ 町長は、前項の返還を命ずる場合(第１項第４号に規定する場合を除く。)には、

その命令に係る補助金を補助事業者が受領した日から当該返還命令がなされた日



までの期間に応じて年１０．９５パーセントの割合で計算した加算金の納付を併

せて命ずるものとする。 

４ 第２項の返還及び前項の納付については、第１３条第４項の規定を準用する。 

５ 町長は、前３項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加

算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものとする。 

６ この条の規定は、事業について交付すべき補助金の額の確定があった後におい

ても適用があるものとする。 

（関係書類の整備及び保管） 

第１６条 補助事業者は、補助対象経費の収支を明らかにした書類等を整備し、補

助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後５年間保存しておかなければな

らない。 

（その他） 

第１７条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長

が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和６年７月１日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、令和７年５月１９日から施行する。 

  


